
明渠整備事業

　例えば、機械借上時間5時間で40,000円、機械運搬1回18,000円、合計58,000円の場合

　機械借上１時間当たりの補助金額は、40,000円×1/4＝10,000円÷5時間＝2,000円

　機械運搬１回当たり補助金額は、18,000円×1/4＝4,500円　となり、個人負担額は以下のとおりとなります。

機械借上１時間当たりの1/4 機械借上１時間当たりの1/4 機械借上

5時間×2,000円 ＝ 10,000円 5時間×2,000円 ＝ 10,000円 40,000円－20,000円 ＝ 20,000円

（ ） （ ）

機械運搬１回当たりの1/4 機械運搬１回当たりの1/4 機械運搬

1回×4,500円 ＝ 4,500円 1回×4,500円 ＝ 4,500円 18,000円－9,000円 ＝ 9,000円

（ ） （ ）

合計（機械借上＋機械運搬） 合計（機械借上＋機械運搬） 合計（機械借上＋機械運搬）

10,000円＋4,500円 ＝ 14,500円 10,000円＋4,500円 ＝ 14,500円 20,000円＋9,000円 ＝ 29,000円

（ ） （ ）

明渠整備事業

　例えば、機械借上時間10時間で200,000円、機械運搬1回32,000円、合計232,000円の場合

　機械借上１時間当たり補助金額は、200,000円×1/4＝50,000円÷10時間＝5,000円ですが、上限額の2,500円となります。

　機械運搬１回当たり補助金額は、32,000円×1/4＝8,000円ですが、上限額の7,500円となり、個人負担額は以下のとおりとなります。

機械借上１時間当たりの1/4は5,000円 機械借上１時間当たりの1/4は5,000円 機械借上

ですが、上限額の2,500円 ですが、上限額の2,500円

10時間×2,500円 ＝ 25,000円 10時間×2,500円 ＝ 25,000円 200,000円－50,000円 ＝ 150,000円

（ ） （ ）

機械運搬１回当たりの1/4は8,000円 機械運搬１回当たりの1/4は8,000円 機械運搬

ですが、上限額の7,500円 ですが、上限額の7,500円

1回×7,500円 ＝ 7,500円 1回×7,500円 ＝ 7,500円 32,000円－15,000円 ＝ 17,000円

（ ） （ ）

合計（機械借上＋機械運搬） 合計（機械借上＋機械運搬） 合計（機械借上＋機械運搬）

25,000円＋7,500円 ＝ 32,500円 25,000円＋7,500円 ＝ 32,500円 150,000円＋17,000円 ＝ 167,000円

（ ） （ ）

小規模暗渠整備事業

工事費の1/4 工事費の1/4

400,000円×1/4 ＝ 100,000円 400,000円×1/4 ＝ 100,000円 400,000円－200,000円 ＝ 200,000円

（ ） （ ）

小規模暗渠整備事業

工事費の1/4は250,000円ですが 工事費の1/4は250,000円ですが

上限額の ＝ 150,000円 上限額の ＝ 150,000円 1,000,000円－300,000円 ＝ 700,000円

（ ） （ ）

※各例の金額については、あくまでも計算例のための金額であり、実際の金額については実施業者にご相談ください。

例４

補助金（町） 補助金（各農協【大正農協除く】） 個人負担額

大正農協は0円 大正農協は850,000円

　例えば、工事費が1,000,000円の場合、個人負担額は以下のとおりとなります。

例３

補助金（町） 補助金（各農協【大正農協除く】） 個人負担額

大正農協は0円 大正農協は300,000円

　例えば、工事費が400,000円の場合、個人負担額は以下のとおりとなります。

大正農協は0円 大正農協は175,000円

大正農協は0円 大正農協は24,500円

大正農協は0円 大正農協は199,500円

補助金（町） 補助金（各農協【大正農協除く】） 個人負担額

❏各事業の補助金及び個人負担額の計算例について

例１

補助金（町） 補助金（各農協【大正農協除く】） 個人負担額

大正農協は0円 大正農協は30,000円

大正農協は0円 大正農協は13,500円

大正農協は0円 大正農協は43,500円

例２


